
岐阜県特別支援学校体育連盟の補助事業に係わる会計規程      

第1章  総則 

（通則）  

 

第１条   岐阜県特別支援学校体育連盟(以下「特体連」という)が、岐阜県又はその関係機関（以下「岐阜県等」という）か

ら補助金、交付金又は分担金（以下「補助金等」という。）の会計に関しては、別に定めるものを除くほか、その規

程の定めるところによる。 

（目的） 

 

第２条   この規程は、補助事業の財務及び会計に関し、経理の統一的処理を通じて収支の状況を明確に把握し、事業の能率 

的運営の推進に資することを目的とする。 

 

（会計の原則）  

 

第３条   連盟は各補助事業ごとに会計を設けることとする。 

２ 補助事業の収入及び収支は、予算書に基づいて行われなければならない。 

３ 会計処理の原則及び手続きは、毎会計年度これに継続して適用し、みだりに変更してはならない。 

 

（会計年度） 

 

第４条   補助事業の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わるものとする。 

 

（会計責任者等） 

 

第5条   各補助事業ごとに会計責任者及び会計担当者を置く。 

２ 会計責任者（理事長）及び会計担当者は、会長が指名する。 

３ 会長は全ての補助事業の会計に対し責任を負うとともに、会計が適正に行われるよう会計責任者（理事長）及び会計

担当者を監督する。 

４ 会計責任者（理事長）はその担当する補助事業の会計に対し責任を負うとともに、会計が適正に行われるよう会計担

当者を監督する。 

５ 会計担当者は会長及び会計責任者（理事長）の監督のもと、その担当する補助事業の会計を適正に行われなければな

らない。 

 

（決裁） 

 

第６条  全ての会計事務は会長決済とする。 

第2章  事業計画及び予算書等 

（事業計画及び予算書の作成） 

第７条   会計担当者は、当該会計年度の始まる以前に事業計画書及び収支予算書を作成し、理事長及び会長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 会長は提出された事業計画及び支出予算書を、理事会に提出しその議決を得なければならない。当該会計年度中に事

業計画及び支出予算書を変更する必要が生じたときも同様とする。 

３ 予算は、その性質及び目的に従って科目ごとに区分するものとする。 

 

（予算の流用） 

 

第８条   各科目の金額は、会長が予算執行上必要があると認めた時に限り、これを相互に流用することができる。 

２ 前項の規定により支出予算を流用しようとするときは、予算流用調書を作成しなければならない。 



第3章  物品購入等 

（見積書の徴取） 

第９条  連盟において物品の購入、（５万円以下の物品でも、まとめて購入し、５万円を超える場合）をしようとするときは、

二社以上から見積書を提出させなければならない。（別表１） 

２ 前項の規定にかかわらず、物品を購入する場合は、見積書を徴取する。 

第4章  出納 

（取引金融機関の及び印鑑の登録） 

 

第１０条  取引金融機関は、補助事業ごとに会長が指定する。 

２ 前項の取引金融機関に登録する印鑑は、会長が指定する。 

 

（収納手続） 

 

第１１条  会計担当者は、現金を収納した場合には、原則として領収証書を相手方に交付しなければならない。 

 

（領収証書） 

 

第１２条  会計担当者は、支払いをする場合には、相手方から領収証書を受け取らなければならない。 

 

（資金前渡の取扱い） 

 

第１３条  経費の性質上資金前渡しの方法により支払いをしなければならない時は、それぞれ当該事業担当者に 資金を前渡

し支払いをすることができる。 

 

（資金前渡等の精算） 

 

第１４条  資金の前渡を受けた者は、支払が終わった後、速やかに精算調書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場

合にはその残金を添えて会計担当者に提出しなければならない。 

 

第5章  経理 

（調書） 

 

第１５条  調書は、収入金調書、支出金調書等とし、証拠となるべき書類を添付しなければならない。 

２ 調書の収支すべき金額は、訂正しなければならない。 

 

（会計帳簿） 

 

第１６条  会計帳簿は、前条の調書に基づいて正確かつ明瞭に記載しなければならない。 

２ 現金の取扱いがあるときは、現金出納簿で管理しなければならない。 

 

第6章  決算 

（事業報告及び決算書の作成） 

 

第１７条  会計担当者は、当該会計年度終了後所定の期日までに事業報告書及び収支決算書を作成し、会長に提出しなければ

ならない。 



２ 会長は、提出された事業報告書及び収支決算書を会計監事の監査意見を添えて、理事会に提出し、その承認を得なけ

ればならない。 

 

（剰余金の処分） 

 

第１８条  連盟は、毎会計年度末日において、決算上剰余金が生じたときは、岐阜県等に返還することとする。 

 

第7章  雑則 

（保管及び保存期間） 

 

第１９条  予算書、決算書、会計帳簿、調書及び証拠書類は、会計年度ごとに整理し、保管しなければならない。 

２ 前項の会計関係書類の保存期間は１５年とする。 

 

（物品台帳） 

 

第２０条  本事業費で購入した物品については物品台帳（別表２）に記載しなければならない。 

 

（補助事業会計） 

 

第２１条  補助事業に関わるの会計に関して本規程に準じて行うものとする。 

 

（実施規定） 

 

第２２条  この規定に定めるもののほか、この規定の実施に関し必要な事項は、別に会長が定める。 

別表１ 

附則 

１ この規定は、平成１３年５月８日から実施する。 

２ 一部改正  平成１９年４月１日   

平成２５年２月２８日 

平成２５年４月２３日 

        令和４年２月２５日 

令和５年５月１２日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 物品、飲料水の購入  

２ 会場及び会場から提供される備品の借り上げ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


